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水防警報の電子メール化について

県では、現在、発令した水防警報について、ＦＡＸにより関係機関
に周知しております。

しかし、令和元年東日本台風のような大規模な大雨時には、発
令数が多数となり、ＦＡＸの混雑や送信作業で情報伝達に遅延が
発生する懸念があるほか、電話による受信確認は、市町村等関
係機関と県双方の担当者が情報伝達事務にかかりきりなってしま
うことが課題となっています。

よって、市町村等関係機関を含めた宮城県全体でより迅速、か
つ、業務負担の少ない情報伝達方法に見直しを行うため、電子
メールでの情報伝達を基本とし、予備的にＦＡＸ等による伝達も可
能とするもの。

河川流域情報システム（MIRAI）の改修を実施することにより、
システムから関係機関に自動メール送信及びシステム上で
受信確認を行えるようにする。
令和６年度出水期（６月）から運用開始。

＜目的＞
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令和元年台風等における水防警報の発令状況等

＜令和元年東日本台風＞
県内の水防警報発令対象区間

７２区間のうち、６４区間で水防警
報（準備）、５７区間で水防警報
（出動）が発令
（４２河川中３９河川で

水防警報発令）

＜令和４年７月の大雨＞
県内の水防警報発令対象区間

８２区間のうち、３８区間で水防警
報（準備）、３２区間で水防警報
（出動）が発令
（４８河川中２８河川で

水防警報発令）
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①水防警報登録（メール送信）

②水防警報メール受信

④受信状況確認

水防警報に係る電子メール送受信の流れ
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③内容確認＋受信確認登録
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水防警報に係る電子メールの送信先について

水防計画書で定める伝達系統に
基づき、MIRAIから指定メール
アドレスに送信



受信確認が完了していない機関への対応について

電話連絡等により、水防
警報の確認を促す。
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水防警報に係る電子メールの試験実施状況について

• 令和６年１月１８日 13河川で試験実施
• 令和６年３月２２日 18河川で試験実施

• 令和６年５月８日 河川課、各土木事務所、市町、
関係機関で本番を想定した
訓練を共同で実施

• 令和６年５月１５日 洪水対応演習（国主催）に
おいて運用
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